
（就労による在籍児童用）

（宛先）富士見市長

 平成・令和　　年　　月　　日

・退職から３か月目までに、新たに就労を開始してください。

 【例】4月15日に退職した場合、7月15日までに就労証明書を提出し、7月末までに就労を開始する。

・就労条件は以前の就労と同等の勤務日数、時間を確保してください。

・期限までに書類の提出ができない場合には、退所となることがあります。

・求職中の保育時間は、原則午前８時３０分から午後４時３０分までです。

退職月から３か月目の１５日

＜　注　意　事　項　＞

　転職等に伴い退職した方
（前職退職日　令和　　年　　月　　日）

退職に係る保育施設入所継続に関する誓約書

　私は、就労理由により保育施設を利用していますが、現在、下表の理由により就労してい
ません。保育施設に在籍している児童の継続した在籍を希望するため、記載の注意事項を理
解し、提出期限までに就労証明書を提出することを誓約します。

住 所

誓 約 者 氏 名

在籍児童氏名

児童生年月日

在 籍 施 設 名

提出期限

令和　  　　年　　　月　　　日

対象（就労理由に限る）


